
（公財）福岡県中小企業振興センター ホームページ
申請書様式等の資料は、福岡県中小企業振興センターホームページ
「経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金」のサイトでご確認ください。

●対象者（すべてに該当）
①福岡県内に本店を置く中小企業者又は住民登録している個人事業主
②暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
③令和５年６月２１日以降に福岡県から経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けている者
④補助対象期間最終月の１２か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を引き上げる者

●補助内容
補助率：対象経費の３分の２以内 補助金額：上限６５万円

●対象経費
設備機器導入費、システム導入費、外注費、広告宣伝費、その他必要と認める経費

！注意点！
対象経費の支払方法は、銀行振込に限ります。
（※ただしネット購入時のコンビニ決済（払込）は可能です。）
代引き、立替え払いは不可。
詳細は、下記のホームページ「実績報告書の手引き」で確認できます。

申請回 申請期間 補助対象期間

第１回 令和６年２月１６日（金）～３月１日（金）必着 令和６年４月３日（水）～７月３１日（水）

第２回 令和６年３月１８日（月）～４月１日（月）必着 令和６年５月７日（火）～９月３日（火）

第３回 令和６年４月１６日（火）～４月３０日（火）必着 令和６年６月３日（月）～９月３０日（月）

第４回 令和６年５月２０日（月）～５月３１日（金）必着 令和６年７月４日（木）～１０月３１日（木）

第５回 令和６年６月１９日（水）～７月２日（火）必着 令和６年８月３日（土）～１１月３０日（土）

●申請期間／補助対象期間
※予算の上限に達した際は、申請受付を終了します。

●対象事業（すべてに該当）
①福岡県から承認を受けた経営革新計画に記載している「新事業活動」に該当する事業
②福岡県内において実施する事業
③国、福岡県又はその他の地方公共団体等の補助金交付を受けていない事業

事業実施主体
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 詳しい内容は裏面に記載しています。

福岡県 中小企業 検索

経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金

持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む
中小企業者の方に、経営革新計画に基づく事業の実施に必要な経費を一部補助します。



❕申請書提出から補助金交付までの流れ
（※経営革新計画承認済みの場合は、③からの流れとなります。）

新商品・新サービスの開発や、商品の新たな生産方式の導入、サービスの新たな提供方式の導入など、事業
者自らの創意工夫に基づく新たな取組み（新事業活動）を行うことにより、経営の相当程度の向上を図る事業計
画のことです。福岡県（新事業支援課）から経営革新計画の承認を受けることにより、経営革新賃上げ環境整備
緊急支援補助金をはじめ、融資等の優遇措置を受けることができます。
お問合せ先：福岡県商工部新事業支援課 📞０９２－６４３－３４４９ 経営革新 補助金

❔経営革新計画とは…

❕提出書類と提出先

提 出 書 類
（ 各 １ 部 ）

① 交付申請書（様式第１号）
② 事業計画書（様式第１号別紙）
③ 交付申請書の算定根拠となる見積書等の写し
④ 賃金引上げに関する誓約書（様式第２号）
⑤ 賃金算出表（様式第２号別紙）
⑥ 労働基準法施行規則第５４条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の
賃金台帳の写し
⑦ 経営革新計画承認書の写し

提 出 先 〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町９－１５
福岡県中小企業振興センタービル６階
公益財団法人福岡県中小企業振興センター
補助金担当 宛

お 問 合 せ 先 公益財団法人福岡県中小企業振興センター
（平日８時３０分～１７時１５分）
📞０９２－６１２－５００３

①経営革新計画の申請

③交付申請書の提出

④交付決定

②経営革新計画の承認

⑤補助事業の開始

⑥実績報告書の提出

⑦補助金額の確定

⑧補助金の請求

⑨補助金の入金

経営革新計画策定指導員による指導を受けて作成した申請書類の提出先は、上記「？経営革新計画とは…」で
記載しているホームページで確認してください。

実施事業内容に基づき、提出書類を作成し、 （公財）福岡県中小企業振興センターに提出してください。

経営革新計画の内容が適切と認められたときは、福岡県から承認通知書が送付されます。

（公財）福岡県中小企業振興センターは、提出書類を審査後、交付決定通知書を送付します。

補助対象期間内において、発注・納品・経費の支払いまでを完了してください。

事業終了後、実績報告書を（公財）福岡県中小企業振興センターに提出してください。

（公財）福岡県中小企業振興センターは、実績報告書を審査し、補助金額の確定を行います。

額の確定通知書を（公財）福岡県中小企業振興センターから受領後、請求書を提出してください。

（公財）福岡県中小企業振興センターは、提出された請求書をもとに補助金額を振込みます。




